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秋田県公安委員会規則第３号

秋田県警察職員の定数の配分に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年３月31日

秋田県公安委員会委員長 塩 谷 國太郎

秋田県警察職員の定数の配分に関する規則の一部を改正する規則

秋田県警察職員の定数の配分に関する規則（昭和32年秋田県公安委員会規則第３号）の一部を次のとおり改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後 改正前

別表（第１条関係） 別表（第１条関係）

職員の区分 警 察 官 警察 職員の区分 警 察 官 警察

官以 官以

階級の区分 警 警 警 巡 巡 外の 階級の区分 警 警 警 巡 巡 外の

部 査 計 職員 部 査 計 職員

部署の区分 視 部 補 部 査 部署の区分 視 部 補 部 査

長 長

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

本 部 51 99 157 132 197 636 268 本 部 54 99 159 131 200 643 266

署 29 70 209 409 636 1,353 120 署 29 70 202 410 635 1,346 122

計 80 169 366 541 833 1,989 388 計 83 169 361 541 835 1,989 388

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。


